
１．指導監査実施法人数　11法人

２．法人別指導監査の結果
※検査実施順

法人名 社会福祉法人 さゆり保育園
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成29年9月12日
文書による指摘の有無 無
文書による指摘の主な内容 －
改善状況報告書提出の有無 －
指摘に対する是正状況 －

法人名 社会福祉法人 健翠会
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成29年9月21日
文書による指摘の有無 有

文書による指摘の主な内容

(1)評議員会で監事を選任した後、監事監査を実施するこ
と。
(2)一部の理事会において開催及び決議にかかわる手続に不
適正又は疑義のある点があったので、改めて理事会を開催
し、決議すること。
(3)理事長の変更登記及び資産総額の変更登記を行うこと。
(4)施設長の選任は理事会で行うこと。
(5)評議員から就任承諾書を徴収すること。
(6)評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって必
要事項を定めること。
(7)評議員会を招集する場合には、評議員会の日の１週間前
までに招集通知を発出すること。
(8)監事の選任に関する議案を理事会が評議員会に提出する
場合には、あらかじめ監事の過半数以上の同意を得るこ
と。

改善状況報告書提出の有無 有（平成29年11月20日）
指摘に対する是正状況 是正済み

法人名 社会福祉法人 みよし会
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成29年10月17日
文書による指摘の有無 無
文書による指摘の主な内容 －
改善状況報告書提出の有無 －
指摘に対する是正状況 －

法人名 社会福祉法人 飾若草福祉会
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成29年10月24日
文書による指摘の有無 無
文書による指摘の主な内容 －
改善状況報告書提出の有無 －
指摘に対する是正状況 －

平成29年度社会福祉法人指導監査結果



法人名 社会福祉法人 白菊会
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成29年11月9日
文書による指摘の有無 無
文書による指摘の主な内容 －
改善状況報告書提出の有無 －
指摘に対する是正状況 －

法人名 社会福祉法人 東翔会
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成29年11月16日
文書による指摘の有無 有

文書による指摘の主な内容

(1)理事及び監事の報酬等の額について、評議員会で決議す
ること。
(2)役員等の報酬等支給基準について、必要な改正を行うこ
と。

改善状況報告書提出の有無 有（平成30年１月９日）
指摘に対する是正状況 是正済み

法人名 社会福祉法人 飾鎌倉福祉会
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成29年11月21日
文書による指摘の有無 有

文書による指摘の主な内容

(1)理事及び監事の報酬等の額について、評議員会で決議す
ること。
(2)役員等の報酬等支給基準を作成し、評議員会で決議する
こと。
(3)理事長等の専決事項について、定款施行細則等で定める
こと。

改善状況報告書提出の有無 有（平成30年１月３日）
指摘に対する是正状況 是正済み

法人名 社会福祉法人 葛飾会
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成29年12月18日
文書による指摘の有無 有

文書による指摘の主な内容

(1)理事及び監事の報酬等の額について、評議員会で決議す
ること。
(2)評議員会への欠席が継続している評議員がいるので、交
代を検討すること。

改善状況報告書提出の有無 有（平成30年２月21日）
指摘に対する是正状況 是正済み

法人名 社会福祉法人 新宿会
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成30年1月25日
文書による指摘の有無 無
文書による指摘の主な内容 －
改善状況報告書提出の有無 －
指摘に対する是正状況 －



法人名 社会福祉法人 日の出保育園
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成30年1月31日
文書による指摘の有無 有

文書による指摘の主な内容

(1)理事に欠員が生じているので、補充すること。
(2)理事長が再任する場合には、理事会で決議し、登記する
こと。
(3)理事及び監事の報酬等の額について、評議員会で決議す
ること。また、役員等の報酬等支給基準を作成すること。

改善状況報告書提出の有無 有（平成30年5月17日）
指摘に対する是正状況 是正済み

法人名 社会福祉法人 喜清会
指導検査類型 一般指導検査
実地検査実施年月日 平成30年2月14日
文書による指摘の有無 無
文書による指摘の主な内容 －
改善状況報告書提出の有無 －
指摘に対する是正状況 －


